
 

参考１ 

 

 

 

「競争セーフガード制度に基づく検証結果（２００８年度）」に基づき講じるべき

措置について（東日本電信電話株式会社に対する要請） 

 

 

 総務省は、「新競争促進プログラム２０１０」（平成１８年９月１９日公表、平成１９

年１０月２３日改定）を踏まえ、指定電気通信設備制度の範囲やＮＴＴグループに係る

累次の公正競争要件（活用業務認可制度に係るものを含む。）の有効性について定期的に

検証することを目的とする競争セーフガード制度について、「競争セーフガード制度に基

づく検証結果（２００８年度）」を取りまとめ、本日公表したところである。 

 ついては、上記の検証結果を踏まえ、貴社において、電気通信事業の公正な競争を確

保するため、下記の措置を速やかに講じるよう要請する。 

 

記 

 

１ 貴社の１１６番への加入電話又はＩＮＳ６４の移転申込みを行う加入者に対し、当

該加入者からの問い合わせが無いにもかかわらず活用業務であるフレッツ光サービス

の営業活動が行われることのないよう、改めてその周知・徹底を図ること。また、貴

社において講じた措置について報告すること。 

 

２ 貴社の「フレッツ・テレビ」サービスについて、利用者が「フレッツ・テレビ」サ

ービスを貴社による放送サービスと誤解することなく、放送サービスの提供主体が他

社であることについて明確に理解できるようにするため、放送サービスの提供主体が

他社であることを広告に明記すること等について、改めてその周知・徹底を図ること。

また、貴社において講じた措置について報告すること。 

 

３ 貴社の役員等と県域等を単位として貴社から受託した業務を行う貴社全額出資子会

社の役員の兼務等の状況を報告すること。 

 

４ 上記１から３までの報告については、平成２１年３月３１日までに総合通信基盤局

長あてに文書により行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


